
古
語
拾
遺
諸
本
の
訓
読
上
の
特
色
に
つ
い
て
（
一
）

嘉
禄
本
・
暦
仁
本
に
見
え
る
使
役
魚
形
の
訓
読
を
中
心
と
し
て

ゆ
杉
　
浦
　
克
　
己

古語拾遺諸本の訓読上の特色について（一）252　（25）

要

旨

　
古
語
拾
遺
は
大
同
二
（
八
〇
七
）
年
、
斎
部
広
成
が
、
平
城
天
皇
の
朝
儀
に
つ
い
て
の
召
問
に
答
え
て
撰
上
し
た
も
の
で
あ
る
。
国
語
史
の
分
野
で
は
、
特
に
万
葉

仮
名
書
の
語
句
を
貴
重
な
上
代
語
の
資
料
と
し
て
重
視
し
、
こ
の
方
面
か
ら
の
研
究
を
中
心
に
内
容
全
体
の
解
釈
に
資
す
る
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
現

存
伝
本
は
中
世
以
降
の
も
の
の
み
で
あ
り
、
本
文
に
注
さ
れ
た
訓
読
そ
の
も
の
を
申
心
と
し
た
研
究
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
か
っ
た
。

　
今
般
、
主
要
な
伝
本
の
訓
読
を
調
査
し
、
相
互
に
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
特
色
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
に
着
手
し
、
先
ず
第
一
段
階
と
し
て
現
存
最
古

の
完
本
で
あ
る
「
嘉
禄
本
」
及
び
「
暦
仁
本
」
（
共
に
天
理
図
書
館
蔵
）
を
取
上
げ
、
訓
読
の
歴
史
的
な
変
遷
と
た
ど
る
上
で
の
指
標
と
な
る
、
い
わ
ゆ
る
「
使
役
旬

形
」
の
訓
読
を
個
々
の
例
に
つ
い
て
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
々
の
訓
読
上
の
特
色
考
え
る
上
で
の
見
通
し
を
得
る
こ
と
を
試
み
た
。

　
こ
の
結
果
、
嘉
禄
本
は
中
世
の
吉
田
（
ト
部
）
家
ゆ
か
り
の
『
日
本
書
紀
』
諸
伝
本
に
見
え
る
訓
読
に
近
い
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
暦
仁
本
も
基
本
的
に
は
同

様
で
あ
る
が
、
若
干
の
部
分
に
つ
い
て
こ
れ
と
は
異
な
る
性
格
を
併
せ
持
つ
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
の
二
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
今
後
こ
の
見
通
し
の
元
、
詳
細
な
訓
読
の
比
較
検
討
を
試
み
る
と
共
に
、
他
の
豊
本
に
つ
い
て
も
考
察
の
範
囲
を
順
次
拡
大
し
て
行
き
た
い
。

は
じ
め
に

古
語
拾
遺
は
大
同
二
（
八
〇
七
）
年
、
斎
部
広
成
が
、
中
臣
氏
の
専
横

を
嘆
じ
、
忌
部
氏
の
職
掌
の
正
当
性
を
歴
史
的
に
遡
っ
て
由
縁
と
根
源
か

ら
主
張
す
べ
く
、

た
も
の
で
あ
る
。

平
城
天
皇
の
朝
儀
に
つ
い
て
の
召
問
に
答
え
て
言
上
し

総
字
数
五
六
七
〇
程
の
小
部
で
は
あ
る
が
、
数
少
な
い

上
代
の
文
献
資
料
を
補
う
貴
重
な
資
料
と
し
て
古
来
重
視
さ
れ
て
き
た
。

本
文
は
日
本
語
的
な
要
素
を
交
え
た
漢
文
を
基
調
と
す
る
が
、
本
文
中

の
語
句
に
つ
い
て
「
古
語
云
々
」
と
し
て
、
万
葉
仮
名
書
で
示
し
た
箇
所

が
多
く
見
え
、
当
該
の
漢
字
の
訓
読
（
あ
る
い
は
日
本
語
と
し
て
の
用
法
）

の
当
時
の
姿
を
知
る
上
で
重
要
と
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

測
放
送
大
学
助
教
授
（
人
間
の
探
究
）

放
送
大
学
研
究
年
報
　
第
十
六
号
（
一
九
九
八
）
（
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は
、
著
さ
れ
た
内
容
が
、
歴
史
的
に
遡
る
形
で
事
項
を
述
べ
る
構
成
に
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
著
作
当
時
だ
け
で
な
く
、
よ
り
古
く
八

世
紀
頃
の
日
本
語
を
強
く
反
映
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
文
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
『
群
書
類
従
』
が
「
得
業
」
を
付
し
て
収
め

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
広
く
こ
れ
が
流
布
し
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
近
時
鎌

田
純
一
氏
の
「
校
本
古
語
拾
遺
　
嘉
禄
本
」
（
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究

所
紀
要
一
・
昭
和
四
一
年
）
に
よ
っ
て
、
本
格
的
な
校
訂
本
文
が
示
さ
れ
、

研
究
も
大
き
く
進
展
し
、
安
田
尚
道
・
秋
本
吉
徳
両
氏
に
よ
る
『
古
語
拾

遺
・
高
橋
氏
文
』
（
新
撰
日
本
古
典
文
庫
4
・
昭
和
五
一
年
・
現
代
思
潮
社
）

等
に
よ
っ
て
一
般
の
読
者
に
も
わ
か
り
や
す
い
形
の
本
文
が
提
供
さ
れ

た
。
索
引
類
も
西
崎
亨
氏
の
「
古
語
拾
遺
用
語
索
引
」
（
訓
点
語
と
訓
点
資

料
五
六
輯
・
昭
和
五
〇
年
）
、
冨
田
大
同
氏
の
「
古
語
拾
遺
漢
字
索
引
」
（
明

石
高
専
研
究
紀
要
一
七
・
一
八
号
・
昭
和
五
〇
～
一
年
）
及
び
「
古
語
拾

遺
仮
名
語
索
引
」
（
同
紀
要
二
三
号
・
昭
和
五
五
年
）
が
整
備
さ
れ
、
各
方

面
か
ら
の
研
究
も
急
速
に
進
展
し
て
き
た
。

　
そ
の
よ
う
な
中
で
西
宮
一
民
博
士
が
『
古
語
拾
遺
』
（
岩
波
文
庫
・
昭
和

六
〇
年
）
で
、
詳
細
な
校
注
・
補
注
・
解
説
を
付
し
た
本
文
及
び
訓
読
文

を
示
さ
れ
た
。
同
書
は
現
時
点
で
手
に
し
得
る
最
も
信
頼
で
き
る
本
文
と

言
え
、
本
稿
も
諸
本
に
見
え
る
訓
読
を
比
較
検
討
す
る
た
め
の
、
本
文
の

底
本
と
し
て
、
こ
れ
に
全
面
的
に
依
っ
て
い
る
。

古
語
拾
遺
の
訓
読

　
古
語
拾
遺
の
本
文
、
及
び
そ
の
内
容
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
右
の
よ

う
に
研
究
も
進
ん
で
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
諸
凶
弾
の
訓
読
の
検
討
は
必

ず
し
も
十
分
で
は
な
い
点
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
右
に
挙
げ
た
鎌
田

氏
の
校
本
、
西
崎
氏
の
索
引
で
は
、
訓
読
に
つ
い
て
も
配
慮
が
為
さ
れ
て

い
る
が
、
箇
々
の
語
句
に
つ
い
て
は
未
だ
手
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
、

む
し
ろ
本
文
の
内
容
研
究
の
観
点
か
ら
、
手
段
と
し
て
訓
読
が
取
上
げ
ら

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
「
嘉
禄
本
」
（
後
述
）
を
一
瞥
し
て
も
、
例
え
ば
天
石
窟
の
前

で
層
群
借
命
が
歌
舞
を
す
る
場
面
で
、

覆ウ
t

折ケ
言
挙
　享

（
た
だ
し
「
フ
ネ
ツ
キ
」
の
「
キ
」
は
後
に
書
入
れ
か
？
）

の
よ
う
な
訓
点
が
注
さ
れ
て
い
る
の
は
、
当
該
部
分
の
本
文
漢
字
の
表
記
、

及
び
同
内
容
を
記
す
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
訓
読
例
か
ら
見
て

も
少
々
注
意
を
要
す
る
例
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
ま
た
個
々
の
神
々
の
名
称

や
、
人
代
に
至
っ
て
の
天
皇
の
和
名
、
諸
氏
の
名
称
な
ど
に
も
独
特
と
思

わ
れ
る
例
が
散
見
す
る
な
ど
、
改
め
て
訓
読
そ
れ
自
体
を
考
え
て
み
る
こ

と
は
急
務
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
点
は
、
年
来
取
組
ん
で
き
た
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
諸
本
の
訓
読

の
比
較
検
討
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
活
か
す
こ
と
で
更
に
明
確
に
で
き
る

の
で
は
と
考
え
、
今
般
、
放
送
大
学
特
別
研
究
助
成
を
得
て
、
古
語
拾
遺
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の
界
磁
本
を
改
め
て
調
査
し
、
そ
の
訓
読
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
着
手

し
た
次
第
で
あ
る
。
基
礎
的
な
デ
ー
タ
は
未
だ
蒐
集
・
整
理
の
途
上
に
あ

る
が
、
本
稿
で
は
代
表
的
な
伝
本
の
一
角
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
得
ら
れ

た
見
通
し
を
述
べ
る
こ
と
と
し
た
。

嘉
禄
本
・
暦
仁
本

　
古
語
拾
遺
の
伝
本
は
、
西
宮
博
士
（
前
掲
岩
波
文
庫
本
解
説
）
に
よ
れ

ば
、
大
き
く
二
種
に
類
別
で
き
、
現
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵
「
嘉

禄
本
」
と
尊
話
閣
文
庫
蔵
「
亮
順
本
」
が
各
々
の
代
表
的
な
伝
本
で
、
こ

れ
は
本
文
内
容
の
改
窟
に
関
わ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
前
者
は
ト
部
系
統
と
も
言
い
得
る
類
で
、
嘉
禄
本
は
現
存
諸
本
中
最
古

の
完
本
で
あ
る
。
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
1
『
古
代
史
籍
集
』
（
昭
和
四
七

年
・
八
木
書
店
）
に
写
真
版
が
収
め
ら
れ
、
石
崎
正
雄
氏
の
解
説
、
廣
濱

文
雄
氏
の
校
勘
記
が
付
せ
ら
れ
て
、
広
く
一
般
に
も
知
ら
れ
る
所
と
な
っ

た
。
書
誌
の
詳
細
は
同
書
に
任
せ
る
が
、
書
写
者
は
ト
部
兼
直
、
書
写
年

は
嘉
禄
元
（
一
二
二
五
）
年
（
た
だ
し
、
西
宮
博
士
は
こ
れ
を
嘉
禄
二
年

の
誤
記
で
は
な
い
か
、
と
し
て
お
ら
れ
る
）
、
現
存
の
ト
部
本
系
統
の
諸
本

の
祖
本
に
あ
た
る
も
の
と
目
さ
れ
て
い
る
。

　
本
文
と
同
筆
と
思
し
い
訓
点
が
、
朱
の
ヲ
コ
ト
点
、
墨
の
片
仮
名
点
（
一

部
朱
の
片
仮
名
点
を
含
む
）
で
注
さ
れ
て
い
る
。
一
瞥
の
限
り
、
ヲ
コ
ト

点
と
片
仮
名
点
の
重
複
や
齪
酷
は
少
な
く
、
奥
書
に
言
う
書
写
者
自
身
の

加
点
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
暦
仁
本
は
同
天
理
図
書
館
蔵
の
別
本
で
あ
り
、
西
宮
博
士
に
依
れ
ば
こ

れ
は
先
に
挙
げ
た
二
類
の
後
者
に
近
い
が
、
何
れ
と
も
異
な
る
特
色
を
持

つ
も
の
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
も
同
じ
く
善
本
叢
書
に
解
説
・
校
勘
記

と
共
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
書
写
年
は
暦
仁
元
（
一
二
三
八
）
年
、
本
文

冒
頭
部
分
（
本
文
文
字
数
に
し
て
＝
二
三
四
文
字
分
）
を
欠
き
、
ま
た
料

紙
の
損
傷
に
よ
っ
て
不
明
の
文
字
も
散
見
す
る
。
訓
点
は
片
仮
名
点
の
み

で
本
文
と
一
筆
と
思
し
く
、
か
な
り
稠
密
に
注
さ
れ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど

が
墨
点
で
あ
る
が
、
一
部
に
朱
点
を
交
え
る
。

　
ま
た
両
本
共
に
、
注
さ
れ
た
和
訓
に
声
点
を
付
し
た
例
が
見
え
、
ア
ク

セ
ン
ト
資
料
と
し
て
も
早
稲
田
大
学
秋
永
研
究
室
を
中
心
と
し
た
研
究
が

進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
古
語
拾
遺
諸
本
の
訓
読
を
比
較
検
討
す
る
た
め
に
、
こ
れ

ま
で
に
得
て
き
た
日
本
書
紀
神
代
巻
諸
本
の
訓
読
に
つ
い
て
の
知
見
と
対

照
し
つ
つ
こ
れ
を
進
め
る
こ
と
を
主
軸
に
置
き
、
そ
の
た
め
の
基
礎
的
な

準
備
の
第
一
段
階
と
し
て
、
先
ず
古
語
拾
遺
の
代
表
的
な
伝
本
で
あ
る
嘉

禄
本
に
つ
い
て
、
暦
仁
本
ど
比
較
し
つ
つ
そ
こ
に
見
え
る
訓
読
を
概
観
し

て
、
そ
の
位
置
付
け
の
た
め
の
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
を
考
え
た
。
考
察

に
あ
た
っ
て
は
写
真
版
（
前
掲
の
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
）
を
主
に
用
い
、

な
お
不
明
・
疑
問
の
箇
所
に
つ
い
て
は
原
本
か
ら
独
自
に
撮
影
し
た
写
真

（
カ
ラ
ー
ポ
ジ
及
び
プ
リ
ン
ト
）
を
用
い
て
確
認
を
し
た
。
本
来
は
さ
ら

に
原
本
に
あ
た
っ
て
よ
り
慎
重
を
期
す
べ
き
で
あ
る
が
、
今
回
ま
と
め
た

限
り
の
項
目
で
は
、
写
真
版
及
び
写
真
の
範
囲
で
確
認
が
可
能
で
あ
っ
た
。
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訓
読
の
比
較

　
日
本
書
紀
、
特
に
神
代
巻
の
諸
本
に
見
え
る
訓
読
を
比
較
検
討
し
て
き

た
所
に
依
れ
ば
、
同
一
箇
所
に
つ
い
て
の
諸
本
の
問
で
の
訓
読
上
の
差
異

は
、
神
名
の
訓
み
方
、
敬
語
の
用
い
方
、
再
読
文
字
の
取
扱
い
、
使
役
句

形
の
訓
み
方
、
助
字
の
類
の
取
扱
い
、
訓
注
部
分
の
訓
み
方
と
字
音
部
分

の
表
記
、
等
の
諸
点
に
特
に
端
的
に
あ
る
程
度
は
っ
き
り
し
た
傾
向
が
見

え
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
大
き
く
、
中
世
の
吉
田

（
ト
部
）
家
系
統
諸
本
の
そ
れ
を
中
心
と
し
、
そ
れ
よ
り
も
よ
り
古
い
時

代
の
訓
読
に
よ
る
も
の
と
、
よ
り
新
し
く
江
戸
時
代
頃
以
降
の
知
見
に
基

づ
く
も
の
の
三
種
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
の
見
通
し
を
持

つ
に
至
っ
て
い
る
。

　
今
回
取
上
げ
る
こ
と
と
し
た
古
語
拾
遺
の
代
表
的
な
伝
本
で
あ
る
嘉
禄

本
も
ト
部
兼
直
の
筆
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
出
た
と
思
し
い
諸

本
に
見
え
る
訓
読
は
、
日
本
書
紀
に
於
い
て
考
え
た
吉
田
（
卜
部
）
本
系

統
諸
本
に
見
え
る
訓
読
と
よ
り
近
し
い
関
係
に
あ
る
こ
と
は
十
分
に
予
想

で
き
る
所
で
あ
る
。
先
ず
こ
の
嘉
禄
本
を
取
上
げ
た
理
由
も
、
こ
こ
に
あ

る
の
で
あ
っ
て
、
右
に
挙
げ
た
端
的
な
点
を
嘉
禄
本
に
お
い
て
確
認
す
る

こ
と
が
、
第
一
歩
と
し
て
最
も
妥
当
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　
た
だ
し
、
右
の
諸
点
の
う
ち
、
神
名
と
敬
語
法
に
つ
い
て
は
、
加
点
者

の
内
容
に
つ
い
て
の
解
釈
が
強
く
反
映
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
外
形
的

な
比
較
の
み
で
は
明
確
に
な
り
に
く
い
要
素
を
含
ん
で
い
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
再
読
文
字
は
、
古
語
拾
遺
本
文
自
体
で
の
用
例
数
が
必
ず
し
も

十
分
で
は
な
く
、
よ
り
細
か
い
比
較
考
察
の
中
で
考
え
た
方
が
よ
さ
そ
う

で
あ
る
。
訓
注
部
分
は
日
本
書
紀
独
自
の
問
題
で
あ
る
か
ら
こ
こ
で
取
上

げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
先
ず
「
使
役
弓
形
」
と
「
助
字
の
類
」

に
絞
っ
て
訓
読
を
概
観
し
、
位
置
付
け
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
。
使
役
句

形
の
例
を
以
下
に
掲
げ
る
。

使
役
の
形
の
訓
読

　
い
わ
ゆ
る
「
使
役
」
の
形
は
「
使
・
令
・
遣
・
教
」
字
な
ど
を
用
い
て
、

例
え
ば
「
○
○
を
し
て
×
×
せ
し
む
。
（
○
○
に
×
×
さ
せ
る
）
」
の
よ
う

な
意
の
形
を
構
成
す
る
例
が
多
い
。
こ
れ
を
訓
読
す
る
際
に
注
す
訓
点
と

し
て
は
大
略
、

ABC

シ

使
二
。
○
○
一
，
×
×
。
。
ム

シ

使
下
中
テ
○
〇
一
ヲ
×
×
セ
上

シ
ム

使。

　ム

o
o
　ヲ

　シ

　ア

×

×

　セ

の
よ
う
な
三
種
類
が
あ
る
。
A
は
当
該
の
「
使
」
字
を
「
シ
テ
」
と
苛
ん

で
、
「
シ
ム
」
は
読
み
添
え
と
す
る
形
で
、
日
本
書
紀
諸
本
の
訓
読
を
見
る

と
、
主
に
中
世
頃
の
い
わ
ゆ
る
吉
田
本
系
統
及
び
そ
の
影
響
下
に
あ
る
と

思
し
い
も
の
に
比
較
的
よ
く
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
B
は
当
該
の
「
使
」
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字
を
「
シ
テ
」
と
「
シ
ム
」
に
再
読
す
る
も
の
で
、
江
戸
時
代
頃
の
漢
籍

の
訓
読
一
般
に
広
く
見
え
、
ま
た
日
本
書
紀
の
諸
本
で
は
同
時
代
の
、
吉

田
本
系
統
と
は
異
な
る
と
思
し
い
も
の
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

る
。
B
の
形
は
、
返
読
を
二
回
す
る
こ
と
に
な
り
、
「
未
」
字
や
「
将
」
三

等
に
つ
い
て
現
代
の
訓
読
で
行
わ
れ
る
い
わ
ゆ
る
再
読
と
は
若
干
性
格
が

異
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
特
に
返
点
に
「
下
二
」
「
ニ
レ
」
の
よ
う
な
現

代
で
は
用
い
ら
れ
な
い
注
し
方
が
必
要
に
な
る
点
な
ど
は
端
的
で
あ
る
。

C
は
「
シ
テ
」
を
読
み
添
え
た
上
で
返
読
し
て
当
該
の
「
使
」
字
を
「
シ

ム
」
と
訓
む
形
で
、
現
代
の
訓
読
で
こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
「
使
役
」
の

句
形
に
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
漢
籍
の
訓
読
で
は
、
い
わ

ゆ
る
羅
山
勢
（
道
春
点
）
が
こ
の
形
を
も
っ
ぱ
ら
用
い
て
い
る
が
、
日
本

書
紀
の
諸
本
で
は
江
戸
時
代
詩
話
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
の
も
の
に
多

く
見
え
始
め
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
使
役
の
形
の
訓
読
を
辿
る
こ
と
で
あ
る
程
度
、
そ
の
訓

点
の
注
さ
れ
た
背
景
を
想
像
し
得
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
考
え
に
基
づ

い
て
、
『
古
語
拾
遺
』
の
嘉
禄
本
・
暦
仁
本
に
つ
い
て
、
岩
波
文
庫
本
と
比

較
し
つ
つ
、
概
観
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
。

　
本
文
中
か
ら
わ
ゆ
る
「
使
役
」
の
形
を
拾
う
と
、
「
令
」
字
に
よ
る
も
の

三
十
七
、
「
使
」
字
及
び
「
遣
」
字
に
よ
る
も
の
各
三
が
見
え
る
。
（
「
使
」

字
は
こ
れ
ら
以
外
に
「
阿
知
使
主
」
の
例
が
二
例
見
え
る
。
ま
た
「
教
」

字
が
五
例
あ
る
が
何
れ
も
「
教
ふ
」
ま
た
は
そ
の
名
詞
形
で
用
い
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
う
ち

も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
使
役
の
形
で
は
な
い
。
ま
た
「
差
」
字
を
「
他
姓
を

つ
か
は
　
　
　
　
　
な
か

差
す
こ
と
誤
れ
。
」
（
岩
波
文
庫
本
の
訓
読
に
よ
る
。
五
二
頁
一
〇
行
）
と

使
役
の
意
に
近
い
形
で
用
い
た
も
の
が
一
例
あ
る
が
、
諸
本
の
間
で
は
扱

い
が
異
な
る
も
の
も
見
え
、
こ
こ
で
は
取
上
げ
な
い
こ
と
と
し
た
。
）

　
こ
の
四
十
三
例
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

「
令
・
使
・
遣
」
の
各
々
に
分
け
て
、
出
現
順
に
示
し
た
。

先
ず
岩
波
文
庫
本
で
本
文
を
そ
の
位
置
と
共
に
示
し
た
。
「
鵠
O
＼
ご

は
一
二
〇
頁
一
行
目
を
表
す
。
本
文
中
の
割
書
部
分
は
省
略
し
た
。

「
岩
」
の
項
は
岩
波
文
庫
本
の
訓
読
文
を
位
置
と
共
に
示
し
た
。
な

お
、
振
仮
名
な
ど
一
部
を
省
略
し
た
も
の
が
あ
る
。

「
嘉
」
の
項
は
「
嘉
禄
本
」
の
当
該
部
分
の
位
置
と
、
注
さ
れ
た
点

に
よ
っ
て
書
き
下
し
た
も
の
で
あ
る
。
位
置
は
前
掲
の
天
理
図
書
館

善
本
叢
書
の
頁
数
・
行
数
で
あ
る
。

ヲ
コ
ト
点
を
平
仮
名
で
、
片
仮
名
点
を
片
仮
名
で
記
し
、
私
意
に
よ

る
補
読
は
（
）
に
入
れ
て
示
し
、
ま
た
一
部
に
句
読
点
を
私
意
に

よ
っ
て
加
え
、
振
仮
名
等
と
取
捨
し
て
示
し
た
部
分
が
あ
る
。

「
暦
」
の
項
は
「
暦
仁
本
」
の
当
該
部
分
を
右
と
同
様
に
示
し
た
。

な
お
本
文
の
欠
落
に
よ
る
不
明
個
所
は
岩
波
文
庫
本
本
文
で
補
っ
て

［
］
に
入
れ
て
示
し
た
。
暦
仁
本
は
冒
頭
部
分
（
岩
波
文
庫
本
本

文
一
二
五
頁
三
行
目
途
中
か
ら
前
に
相
当
す
る
部
分
）
を
欠
く
た
め
、

こ
れ
に
該
当
す
る
個
所
の
例
は
な
い
。



　
　
　
〈
令
一
〉

酬
§
＼
掃
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〈
令
二
〉

お
b
。
＼
α

岩
H
。
。
鳶

嘉
お
ω
＼
腿

〈
令
三
〉

蕊
b
。
＼
①

岩
H
。
。
＼
。
。

嘉
お
ω
＼
α

〈
令
四
〉

一
ト
。
N
＼
↓

岩
H
。
。
＼
H
O

嘉
お
ω
＼
①

令
人
民
天
主
青
山
変
枯

人
民
を
し
て
天
奏
し
め
、
青
山
を
枯
山
す
。

人
民
を
（
シ
）
て
回
折
ニ
シ
テ
青
山
を
枯
山
に
変
ス

令
太
玉
神
率
諸
部
神
造
和
幣

太
玉
神
を
し
て
諸
部
の
神
を
率
て
、
和
幣
を
造
ら
し
む
べ
し
。

　
　
　
　
メ

太
玉
神
を
令
シ
て
諸
部
ノ
神
タ
チ
ヲ
率
、
和
幣
を
造
ラ
シ
ム
ヘ

シ令
石
凝
姥
神
取
天
香
具
山
銅
以
鋳
日
像
之
鏡

石
凝
姥
神
を
し
て
天
香
具
山
の
銅
を
取
り
て
、
日
の
像
の
鏡
を

鋳
し
む
。

石
凝
姥
神
を
（
シ
）
て
天
香
具
山
の
銅
を
取
て
以
（
テ
）
日
ノ

像
ノ
鏡
を
鋳
ル

管
長
白
羽
神
樹
麻
以
為
青
書
学

長
白
羽
神
を
し
て
麻
を
種
ゑ
て
青
和
幣
と
為
さ
し
む
。

長
白
羽
神
を
（
シ
）
て
麻
を
種
（
エ
）
て
以
て
青
キ
和
幣
ト
為

〈
令
五
〉

一
b
。
N
＼
。
。

岩
お
＼
さ
。

嘉
湊
ミ
同

〈
令
六
＞

H
b
。
ミ
㊤

岩
一
〇
＼
心

嘉
お
ミ
。
。

〈
令
七
V

鵠
b
。
＼
一
◎

岩
お
＼
蒔

嘉
お
ミ
ω

〈
令
八
〉

お
ω
＼
H

岩
お
＼
α

嘉
お
ミ
心

令
天
日
鷲
神
与
津
咋
見
神
穀
木
田
殖
之
調
質
白
和
幣

天
日
鷲
神
と
岩
登
見
神
と
を
し
て
穀
の
木
を
殖
ゑ
て
、
白
和
幣

を
作
ら
し
む
。

　
　
　
　
　
シ

天
日
鷲
神
を
令
て
以
（
与
）
木
綿
（
誤
字
～
）
津
咋
見
神
穀
の

木
を
種
殖
ヱ
て
以
（
て
）
白
和
幣
ヲ
作
（
ラ
）
令
ム

令
天
羽
槌
雄
神
童
文
布

天
羽
槌
雄
神
を
し
て
文
布
を
織
ら
し
む
。

天
羽
槌
雄
神
を
（
シ
）
て
文
布
を
織
（
ラ
シ
メ
）

令
天
棚
…
機
姫
神
織
神
聖

天
棚
機
姫
神
を
し
て
三
衣
を
織
ら
し
む
。

天
棚
機
祭
神
を
（
シ
）
て
馬
衣
を
織
（
ラ
）

シ
ム

令
櫛
明
玉
神
作
八
坂
慶
五
百
筒
御
統
玉

櫛
明
玉
神
を
し
て
八
坂
慶
五
百
筒
御
統
の
玉
を
作
ら
し
む
。

櫛
明
玉
神
を
（
シ
）
て
八
坂
慶
ノ
五
百
筒
御
耳
玉
を
作
（
ラ
シ

ム
）
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〈
令
九
〉

旨
ω
〉

岩
6
＼
①

嘉
お
ミ
α

〈
令
一
〇
〉

旨
ω
＼
ω

酪
一
⑩
＼
⑩

嘉
お
α
〉

令
手
置
帆
負
彦
狭
知
二
神
以
臨
御
量
伐
大
峡
小
峡
之
包
虫
造

瑞
殿
兼
作
御
笠
及
矛
盾

手
置
帆
負
・
彦
狭
知
の
二
は
し
ら
の
神
を
し
て
天
御
量
を
以
て

大
峡
・
小
峡
の
材
を
伐
り
て
、
瑞
殿
を
造
り
、
兼
御
笠
及
矛
盾

を
作
ら
し
む
。

手
置
帆
負
彦
狭
知
二
神
を
（
シ
）
て
天
華
量
を
以
て
大
峡
小
峡

ノ
材
を
伐
（
リ
）
て
半
生
を
造
り
撃
て
御
笠
及
（
ビ
）
矛
盾
を

作
（
ラ
シ
ム
）

令
天
目
一
箇
神
作
離
日
斧
及
鉄
管

天
目
一
箇
神
を
し
て
雑
の
刀
斧
及
鉄
の
鐸
を
作
ら
し
む
。

天
目
一
箇
神
を
（
シ
）
て
雑
ノ
刀
斧
及
（
ビ
）
鉄
鐸
を
作

シ
ム
）

〈
令
＝
〉

嵩
ω
＼
①
　
令
太
玉
命
捧
持
称
讃

岩
N
O
＼
ω
　
太
玉
命
を
し
て
捧
げ
持
ち
称
賛
さ
し
む
。

嘉
蒔
ω
窃
＼
駆
　
太
玉
命
を
（
シ
）
て
捧
（
ゲ
）
持
（
チ
）

て
称
賛
セ
シ
ム

（
ラ

〈
令
一
二
〉

這
ω
＼
①
　
　
令
藤
豆
救
命
相
副
書
薦

岩
卜
。
O
＼
G
。
　
天
児
屋
命
を
し
て
相
副
に
草
書
ら
し
む
。

嘉
お
窃
＼
α
　
天
瓦
屋
命
を
（
シ
）
て
相
（
ヒ
）
副
に
祈
誓
セ
シ
ム

〈
令
＝
二
〉

一
器
＼
刈

岩
8
＼
腿

嘉
お
α
＼
窃

令
天
喜
女
主
以
真
辟
言
為
叢
以
羅
葛
為
手
綴
以
竹
葉
飲
憩
木

葉
為
手
綱
手
持
着
鐸
之
矛
而
於
石
窟
戸
前
衡
平
槽
挙
庭
瞭
巧

作
俳
優
相
与
歌
舞

天
銀
女
命
を
し
て
真
辟
の
葛
を
以
て
叢
と
為
、
羅
葛
を
以
て
手

綴
と
為
、
竹
葉
・
飲
憩
の
木
の
葉
を
以
て
手
草
と
為
、
手
に
鐸

着
け
た
る
矛
を
持
ち
て
、
石
窟
の
戸
の
前
に
誓
槽
覆
せ
、
鮫
鞘

を
要
し
て
、
巧
に
俳
優
を
馨
し
、
相
与
に
歌
ひ
舞
は
し
む
。

天
六
短
命
を
（
シ
テ
）
真
筆
ノ
葛
を
以
て
鰻
に
為
、
海
女
を
以

て
手
綴
と
為
、
竹
葉
飯
憩
木
葉
を
以
て
手
草
と
為
、
着
鐸
ノ
矛

を
手
持
（
チ
）
て
、
石
窟
ノ
戸
ノ
前
に
覆
誓
槽
、
庭
瞭
を
挙
て
、

俳
優
を
巧
作
シ
、
相
与
に
歌
（
ヒ
）
舞
（
フ
）

〈
令
一
四
〉

嵩
ミ
N
　
令
石
春
冬
神
二
日
像
之
鏡

岩
母
＼
鱒
　
石
凝
姥
神
を
し
て
日
の
像
の
鏡
を
鋳
し
む
。

嘉
心
も
。
①
＼
蒔
　
石
凝
姥
神
を
（
シ
）
て
日
像
ノ
鏡
を
鋳
シ
ム
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〈
令
一
五
〉

一
漣
＼
疇

岩
匿
＼
H
O

嘉
お
ミ
α

令
天
手
力
雄
神
引
回
三
三
遷
座
新
殿

天
手
力
雄
神
を
し
て
其
の
扉
を
引
き
轟
け
、
新
殿
に
遷
し
座
さ

し
む
。

天
手
力
雄
神
を
（
シ
）
て
其
（
ノ
）
扉
を
引
啓
ケ
、
新
殿
に
遷

座
シ
タ
テ
マ
ツ
ル

〈
令
一
六
〉

一
隠
＼
り
　
令
大
宮
売
神
外
部
御
前

岩
旨
＼
ω
　
大
宮
売
神
を
し
て
御
前
に
侍
は
し
む
。

嘉
腿
ω
。
。
＼
同
　
大
宮
売
神
を
（
シ
）
て
御
前
に
侍
ラ
（
シ
ム
）

〈
令
一
七
〉

旨
窃
＼
H

岩
b
。
N
＼
α

嘉
腿
ω
。
。
＼
N

副
耳
磐
間
特
命
櫛
磐
間
戸
命
二
神
守
衛
殿
門

豊
磐
間
戸
命
・
櫛
磐
間
書
斎
の
二
は
し
ら
の
神
を
し
て
里
門
を

守
衛
ら
し
む
。

豊
磐
間
戸
命
櫛
磐
間
戸
命
ニ
ハ
シ
ラ
ノ
神
（
ヲ
シ
テ
）
殿
門
を

守
衛
ラ
シ
ム
。

〈
令
一
八
〉

お
α
＼
。
。
　
令
姉
下
髪
及
手
足
爪
以
腰
之

公
器
＼
①
　
首
の
髪
及
手
足
の
爪
を
も
抜
か
し
め
て
、

之
を
購
は
し
む
。

嘉
お
り
＼
ω

暦
α
8
＼
α

首
ノ
髪
及
（
ビ
）
手
足
（
ノ
）
爪
を
抜
て
以
（
テ
）
之
を
腰
（
ハ

シ
ム
）

首
ノ
髪
ヲ
抜
キ
及
ヒ
テ
手
足
ノ
爪
ヲ
以
テ
之
ヲ
購
ハ
シ
ム
。
傍

テ
其
ノ
罪
ヲ
解
除
ヘ
テ
祓
へ
令
ム

〈
令
｝
九
〉

お
。
。
＼
刈
　
　
令
諸
神
亦
与
陪
従

岩
N
。
。
＼
腿
　
諸
神
を
し
て
亦
与
に
陪
従
へ
し
め
た
ま
ふ
。

嘉
麓
α
＼
心
　
諸
神
ヲ
（
シ
テ
）
亦
与
に
陪
従
セ
シ
メ
ヨ

暦
α
O
。
。
鳶
　
諸
神
タ
チ
ヲ
令
テ
亦
タ
共
モ
ニ
陪
従
シ
メ
ヨ

〈
令
二
〇
＞

H
ω
H
》

岩
G
。
熱
。
＼
①

嘉
齢
O
＼
卜
。

暦
黛
ミ
ト
。

令
天
富
命
率
手
置
帆
負
彦
狭
知
二
神
之
孫
以
斎
六
斎
弓
始
採

山
材
構
立
正
殿
所
謂
底
都
磐
根
仁
宮
柱
布
都
之
利
立

天
富
命
を
し
て
手
置
帆
負
・
彦
狭
知
の
二
は
し
ら
の
神
が
孫
を

率
て
、
斎
斧
・
斎
鋸
を
以
て
始
め
て
山
の
材
を
採
り
て
、
正
殿

を
構
り
立
て
し
む
。

三
富
命
を
（
シ
）
て
手
置
帆
負
彦
狭
知
ニ
ハ
シ
ラ
の
神
ノ
孫
を

率
て
、
斎
斧
斎
鋸
を
以
て
始
て
山
材
を
採
（
リ
）
て
、
正
殿
を

ツ
ク
リ

構
立
ツ

天
富
命
ヲ
命
シ
テ
手
置
帆
負
産
狭
知
ニ
ラ
ノ
神
ノ
孫
ヲ
率
テ
、

斎
斧
斎
銀
（
ヲ
）
以
テ
始
テ
宙
吊
ヲ
採
テ
、
正
殿
ヲ
構
リ
立
ツ
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〈
令
二
一
〉

お
H
＼
O

岩
ω
G
。
＼
艀

嘉
麟
H
＼
b
。

暦
黛
窃
＼
ω

〈
令
二
二
〉

一
。
。
一
＼
㊤

岩
G
。
ω
＼
。
。

嘉
麟
｝
＼
①

暦
家
①
＼
b
。

令
天
富
命
率
斎
部
諸
氏
作
種
々
神
宝
鏡
玉
矛
盾
木
綿
麻
等

天
富
命
を
し
て
斎
部
の
諸
氏
を
率
て
、
種
々
の
神
宝
、
鏡
・
玉
・

矛
・
盾
・
木
綿
・
麻
等
を
作
ら
し
む
。

天
富
命
を
（
シ
）
て
斎
部
の
諸
の
氏
を
率
て
種
々
（
ノ
）
神
宝

鏡
玉
矛
盾
木
綿
麻
等
（
ヲ
）
作
（
ラ
）
シ
ム

［
天
富
鉱
ヲ
シ
テ
］
斎
部
ノ
諸
ノ
氏
ヲ
［
率
テ
］
種
々
ノ
神
宝

鏡
玉
矛
盾
木
綿
麻
等
ヲ
作
ラ
令
（
ム
）

令
天
富
命
率
天
日
鷲
命
之
孫
求
肥
量
地
遣
阿
波
国
殖
穀
麻
種

天
富
命
を
し
て
天
日
鷲
命
が
孫
を
激
て
、
肥
饒
き
地
を
求
ぎ
て

阿
波
国
に
遣
し
て
穀
・
麻
の
種
を
殖
ゑ
し
む
。

天
懸
命
を
（
シ
）
て
日
鷲
命
ノ
孫
ヲ
率
て
肥
饒
ノ
地
を
求
て
阿

波
国
に
遣
（
シ
）
て
〔
穀
〕
麻
の
種
を
殖
撤
へ
　
（
シ
ム
）

　
　
　
　
シ

天
徳
命
ヲ
令
テ
天
日
鷲
命
ノ
孫
ヲ
率
テ
肥
饒
キ
地
ヲ
求
メ
テ

阿
波
国
二
遣
ハ
ス
。
穀
麻
ノ
種
ヲ
殖
エ
令
（
シ
ム
）

〈
令
二
三
＞

H
ω
G
。
＼
刈
　
令
朝
四
方
之
国
以
観
天
位
之
貴

岩
。
。
①
＼
斜
　
四
方
の
国
を
朝
ら
し
め
て
、
天
位
の
貴
き
こ
と
を
観
し
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

嘉
醗
α
＼
目
　
四
方
ノ
国
を
朝
ラ
命
〔
令
〕
ム
。
以
て
天
位
ノ
貴
を
観
シ
ム

暦
竃
り
＼
①

［
四
方
ノ
］
国
ヲ
［
朝
ラ
シ
、
］
以
テ
天
位
ノ
貴
キ
ヲ
十
五
［
令

ム
］

〈
令
二
四
〉

お
ω
＼
り
　
　
令
斎
部
翠
黛
任
其
職

岩
ω
①
＼
。
。
　
斎
部
氏
を
し
て
永
く
其
の
職
に
露
け
し
む
。

金
華
α
＼
麟
斎
部
氏
を
（
シ
）
て
永
二
黒
白
に
任
ス

暦
旨
O
お
　
　
［
斎
部
氏
ヲ
シ
テ
］
永
二
其
職
二
任
ス

〈
令
二
五
〉

お
腿
〉

岩
ω
ミ
H

嘉
腿
緕
＼
腿

暦
詔
O
＼
ω

令
天
富
命
率
供
作
諸
氏
造
作
大
幣
詑

暴
富
命
を
し
て
供
給
へ
ま
つ
る
諸
氏
を
重
て
大
幣
を
造
作
ら

し
め
繋
り
ぬ
。

天
富
命
を
（
シ
）
て
供
作
ル
諸
氏
を
曾
て
大
幣
を
造
作
（
ラ
シ

ム
）　

　
　
　
シ

天
盛
命
ヲ
令
テ
無
作
ル
諸
氏
ヲ
率
テ
大
キ
幣
ヲ
備
ラ
シ
メ

〈
A
羽
二
六
〉

お
ミ
H
　
　
令
天
種
子
命
解
除
天
罪
国
罪
事

岩
ω
ミ
ト
。
　
天
種
子
命
を
し
て
天
金
・
国
罪
の
事
を
解
除
へ
し
む
。

乳
癌
α
＼
窃
　
天
種
子
（
命
）
を
（
シ
）
て
天
罪
翠
霞
ノ
事
ヲ
解
除
ヘ
シ
ム

暦
呂
O
＼
心
　
天
種
子
命
二
命
シ
テ
天
罪
国
罪
ノ
事
ヲ
解
除
ヘ
シ
ム
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〈
令
二
七
〉

一
ω
ミ
刈

岩
ω
。
。
〉

嘉
ホ
①
＼
α

暦
詔
H
＼
窃

令
斎
部
氏
蝋
石
凝
姥
神
喬
天
目
一
筒
神
喬
二
氏
更
湯
鏡
造
劔

以
為
護
御
璽

斎
部
氏
を
し
て
石
凝
姥
神
が
喬
・
天
目
一
筒
神
が
喬
の
二
氏
を

率
て
、
更
に
鏡
を
鋳
、
劔
を
造
ら
し
め
て
、
護
り
の
御
璽
と
為

す
。斎

部
氏
を
（
シ
）
て
石
凝
姥
神
の
喬
天
目
一
神
の
窩
二
氏
を
率

て
更
（
二
）
鏡
を
鋳
、
劔
を
造
（
リ
）
て
以
て
護
御
璽
ト
為
（
シ

ム
）

　
　
　
　
シ

斎
部
氏
ヲ
令
テ
石
凝
霊
神
ノ
喬
天
目
一
嘗
神
ノ
喬
二
氏
ヲ
率

テ
更
二
番
ヲ
鋳
シ
テ
、
劔
…
ヲ
造
ラ
シ
メ
テ
以
テ
護
身
ノ
御
璽
ト

為
ス

〈
令
二
八
〉

お
ミ
H
O
　
令
皇
女
豊
鍬
入
姫
命
奉
斎
焉

岩
ω
。
。
＼
α
　
皇
女
豊
鍬
入
姫
命
を
し
て
斎
ひ
奉
ら
し
む
。

嘉
麟
ミ
G
。
　
皇
女
豊
鍬
入
姫
命
を
（
シ
）
て
斎
ヒ
奉
（
ラ
シ
ム
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

暦
詔
ミ
ω
　
皇
女
豊
鍬
入
姫
島
ヲ
令
テ
斎
ヒ
奉
ツ
ラ
シ
ム

〈
令
二
九
〉

一
。
。
α
＼
α
　
　
令
貢
男
彊
之
調
女
手
未
之
調

岩
。
。
Φ
＼
一
　
男
の
彊
の
調
、
女
の
手
法
の
調
を
貢
ら
し
む
。

嘉
ホ
。
。
＼
b
。
　
男
ノ
彊
ノ
調
、
女
ノ
手
未
ノ
調
を
貢
メ
（
シ
ム
）

暦
麗
ω
＼
一
　
男
ノ
弓
ノ
［
調
］
、
女
ノ
手
ノ
未
ノ
調
ヲ
貢
ツ
ラ
令
ム

〈
令
三
〇
〉

お
α
＼
①
　
今
神
門
之
祭
仁
熊
皮
鹿
皮
角
布
等
此
縁
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

暦
竃
ω
＼
N
　
神
紙
ノ
祭
ヲ
令
テ
熊
ノ
皮
鹿
ノ
皮
角
ノ
布
等
ヲ
用
ヰ
シ
ム
ル

　
　
　
　
ハ
此
ノ
縁
也

〈
令
三
一
〉

｝
ω
α
＼
。
。
　
　
令
皇
女
平
出
早
着
斎
天
照
大
神

岩
ω
り
＼
心
　
皇
女
倭
短
命
を
し
て
天
照
大
神
に
斎
き
奉
ら
し
む
。

嘉
瀕
。
。
＼
心
　
皇
女
三
姫
命
を
（
シ
）
て
天
照
大
神
を
斎
キ
奉
（
ラ
シ
ム
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

暦
欝
ω
＼
も
。
　
皇
［
女
］
倭
姫
命
ヲ
令
テ
天
照
大
神
ヲ
斎
キ
奉
ラ
シ
ム

〈
令
三
二
〉

お
α
＼
り
　
　
令
倭
薄
命
居
焉

岩
ω
り
＼
①
　
倭
姫
命
を
し
て
居
ら
し
む
。

嘉
島
。
。
＼
O
　
倭
高
命
を
（
シ
）
て
居
ラ
シ
ム

暦
器
G
。
＼
α
　
［
倭
姫
命
］
ヲ
令
（
シ
テ
）
居
ラ
シ
ム

〈
令
三
三
＞

H
ω
①
＼
ω
　
　
令
日
本
長
命
征
討
東
夷
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岩
お
＼
ω

嘉
腿
紹
＼
腿

暦
鵠
ミ
駆

〈
令
三
四
〉

｝
ω
ミ
窃

岩
お
＼
心

嘉
＆
卜
。
〉

暦
語
①
＼
α

〈
令
三
五
〉

一
。
。
。
。
＼
｝

岩
蕊
＼
蔭

嘉
ま
。
。
＼
駆

暦
紹
ミ
①

日
本
武
並
を
し
て
東
夷
を
征
討
た
し
む
。

日
本
武
命
に
令
リ
シ
て
東
夷
を
征
討
夕
（
シ
ム
）

　
　
　
　
　
シ

日
本
武
命
ヲ
令
テ
東
夷
ヲ
征
討
タ
シ
ム

令
阿
知
使
主
二
百
七
山
士
王
出
機
其
出
納
始
更
定
蔵
部

阿
知
使
主
と
百
済
の
博
士
王
仁
と
を
し
て
其
の
出
納
を
記
さ

し
む
。

阿
知
ノ
使
主
ト
百
済
博
士
王
仁
（
ヲ
シ
）
て
其
出
納
を
記
（
サ

シ
ム
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

阿
知
使
主
ト
百
済
博
士
王
仁
ト
ヲ
令
テ
其
ノ
出
納
ヲ
記
サ
令

ム令
蘇
我
麻
智
宿
禰
検
校
三
蔵
秦
氏
出
納
其
物
東
西
文
氏
勘
録

其
簿

蘇
我
麻
智
宿
禰
を
し
て
三
蔵
を
検
校
し
め
、
秦
氏
を
し
て
其
の

物
を
出
納
せ
し
め
、
東
西
の
文
氏
を
し
て
、
其
の
簿
を
勘
へ
録

さ
し
む
。

蘇
我
の
麻
智
の
宿
禰
を
（
シ
）
て
三
蔵
を
検
校
ラ
シ
ム
。
秦
氏

其
物
を
出
納
ム
。
東
西
の
文
氏
其
簿
を
勘
録
（
ス
）

　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

蘇
我
矢
玉
宿
禰
ヲ
令
テ
三
ノ
蔵
ヲ
検
力
へ
校
ゴ
サ
令
ム
。
秦
ノ

〈
A
ア
三
六
〉

一
ω
。
。
＼
。
。

岩
魔
＼
戯

嘉
ま
ミ
蔭

暦
詔
。
。
＼
鴫

氏
其
ノ
物
ヲ
出
シ
納
ム
。
東
東
ノ
文
其
ノ
簿
ヲ
勘
へ
録
ス

令
掌
叙
王
族
宮
内
礼
儀
婚
姻
ト
笠

王
族
・
宮
内
の
礼
儀
・
婚
姻
・
ト
笠
の
こ
と
を
掌
り
叙
て
し
む
。

王
族
宮
内
ノ
礼
儀
、
婚
姻
、
ト
籏
（
ノ
）
事
を
掌
（
リ
）
叙
キ

テ
令
（
ム
）
。

斯
レ
ヲ
拝
シ
テ
…
…
入
テ
王
族
宮
内
ノ
礼
儀
、
婚
姻
、
ト
笠
事

ヲ
掌
叙
ラ
（
シ
ム
）
。

〈
令
三
七
〉

一
濠
＼
N
　
令
片
巫
肱
巫
占
求
其
由

岩
α
ω
＼
。
。
　
片
巫
・
肱
巫
を
し
て
其
の
由
を
占
ひ
求
め
し
む
る
に
、

嘉
ミ
ミ
一
　
片
巫
、
肱
巫
を
（
シ
）
て
其
の
由
を
占
求
（
セ
シ
ム
）

暦
α
ω
○
。
鳶
　
今
行
巫
、
肱
巫
、
其
ノ
由
ヲ
占
求
ム
ル

〈
使
一
〉

嵩
⑩
＼
α

岩
一
ω
＼
。
。

嘉
爵
ミ
窃

使
人
歴
世
而
弥
新
事
逐
代
而
変
改
顧
問

人
を
し
て
世
を
歴
て
弥
新
に
、
事
を
し
て
代
を
逐
ひ
て
変
改
せ

し
む
。

人
（
ヲ
シ
テ
）
世
を
歴
て
弥
新
に
事
（
ヲ
シ
テ
）
代
を
逐
て
変
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〈
使
二
〉

お
。
。
＼
N

岩
ミ
鳶

嘉
置
ミ
蔭

暦
α
O
ミ
①

　
セ
シ

止
方
メ

使
配
侍
焉

配
へ
侍
は
し
め
た
ま
ふ
。

　
ハ
　
ぺ
　

配
へ
侍
　
（
ラ
）
使
ム

使
ヒ
配
ヘ
テ
侍
ラ
シ
ム

暦
㎝
O
釦
鳶
　
経
津
主
神
武
甕
槌
神
（
ヲ
）

〈
遣
二
〉

お
り
＼
H

岩
8
＼
N

嘉
禽
①
＼
卜
。

暦
㎝
8
＼
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
タ

遣
ハ
シ
テ
駈
除
リ
平
ケ
定
ム
。

遣
従
神
往
間
其
名

従
の
神
を
遣
は
し
て
、
往
き
て
其
の
名
を
問
は
し
む
。

従
ナ
ル
神
を
遣
シ
、
往
て
其
の
名
を
問
ハ
シ
ム
。

従
ナ
ル
神
ヲ
遣
ハ
シ
テ
、
其
ノ
名
ヲ
借
問
ハ
シ
ム
。

杉浦克己

〈
使
三
〉

お
。
。
＼
。
。

岩
戸
。
。
。
＼
①

嘉
麓
α
＼
切

暦
切
8
＼
ω

〈
遣
一
〉

一
ミ
＼
N

岩
誤
＼
δ

嘉
詮
b
。
＼
魁

使
大
伴
遠
祖
天
忍
日
命
帥
来
警
部
遠
祖
天
櫨
津
大
来
目
帯
留

前
駆

大
伴
が
遠
祖
天
忍
高
命
を
し
て
、
来
感
想
が
遠
祖
天
病
毒
大
来

目
を
帥
て
杖
を
帯
て
前
駆
せ
し
め
た
ま
ふ
。

大
伴
の
遠
祖
〔
天
忍
日
命
を
（
シ
）
て
、
来
目
部
遠
祖
〕
天
穂
」

津
大
来
目
を
帥
て
杖
を
帯
て
前
駆
セ
シ
ム
。

使
ハ
チ
大
伴
ノ
遠
祖
天
忍
日
命
ヲ
（
シ
テ
）
、
来
目
部
ノ
遠
祖

天
道
津
大
来
目
ヲ
帥
ヰ
テ
杖
ヲ
帯
ヒ
テ
前
駆
セ
シ
ム
。

遣
経
山
主
神
武
甕
尊
神
駈
除
平
定

経
藩
主
神
、
淫
心
七
二
を
遣
は
し
て
駈
除
ひ
平
定
め
し
む
。

経
津
主
神
武
甕
槌
神
を
遣
て
駈
除
ヒ
平
ケ
定
メ
シ
ム
。

〈
遣
三
〉

ド
ω
H
＼
δ

岩
。
。
ω
＼
り

嘉
蒔
直
＼
｝

暦
留
③
＼
ω

遣
阿
波
差
担
穀
麻
種

阿
波
国
に
遣
は
し
て
、
穀
・
麻
の
種
を
殖
ゑ
し
む
。

阿
波
国
に
遣
（
シ
）
て
〔
穀
〕
麻
の
種
を
殖
撤
へ
（
シ
ム
）

阿
波
国
丁
寧
ハ
ス
。
穀
麻
ノ
種
ヲ
殖
エ
令
（
シ
ム
）

〈
令
二
二
〉
は
「
令
」
字
と
「
遣
」
字
が
併
用
さ
れ
た
形
で
あ
り
、

〈
載
量
〉
に
も
再
掲
し
た
。

〈
令
三
〇
〉
は
、
岩
波
文
庫
本
・
嘉
禄
本
が
本
文
「
呈
し
字
と
す
る

と
こ
ろ
を
、
暦
仁
本
で
は
「
令
」
字
に
作
っ
て
使
役
の
意
に
取
っ
た

訓
点
を
注
し
て
い
る
た
め
こ
こ
に
加
え
た
。

〈
令
三
六
〉
で
は
暦
仁
本
は
本
文
「
令
し
字
を
「
入
」
字
に
作
る
。

従
っ
て
使
役
の
形
の
文
に
は
な
っ
て
い
な
い
が
、
直
前
の
「
斯
拝
～
」

の
部
分
か
ら
の
意
を
受
け
て
、
こ
の
箇
所
を
使
役
の
意
に
と
っ
て
訓
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点
を
注
し
て
い
る
。

〈
令
三
七
〉
で
は
暦
仁
本
は
本
文
「
令
」
字
を
「
今
」
字
に
作
る
。

訓
点
も
こ
の
箇
所
を
使
役
の
意
と
は
し
て
い
な
い
。

嘉
禄
本
の
「
令
」
字
の
形
の
訓
読
は
、

〈
令
五
〉

　
シ令

下
天
日
鷲
ノ
神

シ
ム

之
［
左
下
］

　
　
　
　
　
　
　
　
ッ
ク
ヒ
ミ
　
　
　

カ
ケ
　
ウ
エ

［
右
上
・
左
下
］
以
与
津
咋
見
［
中
］
神
穀
木
器
i
食

事

許
霜
1
瞥ヲ

（
嘉
蕊
ミ
一
）

〔
耀
構
警
れ
た
当
該
字
の
下
に
［
右
上
］
の
さ
つ
に
一
示
〕

の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
再
読
と
扱
っ
て
い
る
も
の
も
見
え
る
が
、
こ
れ
は

ご
く
希
で
、
は
っ
き
り
こ
の
形
と
わ
か
る
も
の
は
こ
の
一
例
の
み
で
あ
る
。

　
同
様
に
特
殊
な
例
と
し
て
は
、

〈
令
二
〉

メ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヰ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヒ
ナ
ヒ
モ
ノ

令
太
玉
ノ
神
［
右
上
・
左
下
］
率
諸
－
部
i
神
タ
チ
ヲ
造
一
．
シ
ム
ヘ
シ
和
幣
［
右
上
］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
心
ω
G
。
＼
心
）

の
よ
う
に
「
令
」
字
を
「
メ
シ
」
と
訓
む
例
、
及
び
、

〈
令
三
三
〉

ミ
コ
ト
ノ
リ
シ

　
令
　
日
本
武
命

［
左
上
・
左
下
］

ウ
タ
ア
ル
マ
ノ
ヒ
ナ
ヲ

征
－
討
東
夷

（
嘉
騎
⑩
＼
魁
）

の
、
「
令
」
字
を
「
ミ
コ
ト
ノ
リ
シ
」
と
訓
む
も
の
が
あ
る
。
〈
令
三
三
〉

は
、
「
征
討
」
の
部
分
に
注
さ
れ
訓
か
ら
推
す
と
、
再
返
読
し
た
も
の
の
よ

う
に
も
思
わ
れ
、
と
す
れ
ば
こ
れ
は
先
に
掲
げ
た
〈
令
五
〉
に
近
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　
嘉
禄
本
で
は
「
令
」
字
に
よ
る
使
役
図
形
で
、
「
令
」
字
自
体
に
訓
が
注

さ
れ
た
例
は
、
右
に
挙
げ
た
三
例
の
み
で
あ
っ
て
、
他
は
例
え
ば
、

〈
令
七
〉

令
天
棚
機
姫
神

　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ミ
ソ

［
右
上
・
左
下
］
織
シ
ム
神
衣
［
右
上
］

（
嘉
お
ミ
ω
）

の
よ
う
に
、
「
○
○
ヲ
シ
テ
×
×
セ
シ
ム
」
の
形
の
、
「
○
○
」
の
部
分
に

ヲ
コ
ト
点
で
「
を
・
て
」
を
注
し
、
「
×
×
」
の
部
分
に
「
シ
ム
」
を
読
み

添
え
る
も
の
が
、
〈
令
七
・
一
一
∴
二
二
四
二
七
・
一
九
・
二
一
・

一
ご
二
・
二
六
・
二
七
・
三
二
・
三
五
〉
の
十
二
例
に
見
え
る
。
さ
ら
に
、

〈
三
六
〉

令
天
羽
槌
雄
神

　
　
　
　
　
　
　
ア
　
ヤ

［
右
上
・
左
下
］
織
文
布

［
右
上
］

（
嘉
心
ω
ミ
ω
）
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の
様
な
例
は
、
こ
の
「
シ
ム
」
の
読
み
添
え
を
表
記
上
省
略
し
た
も
の
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
は
、
〈
令
四
・
六
・
八
・
九
・
一
〇
二
六
・

一
八
・
二
二
・
二
五
・
二
八
・
二
九
・
三
一
・
三
三
・
三
四
・
三
六
・
三

七
〉
の
十
六
例
と
最
も
多
い
。

　
な
お
五
例
が
残
る
が
、
こ
れ
ら
は
例
え
ば
、
〈
令
一
〉
な
ど
に
つ
い
て
は
、

「
×
×
」
の
部
分
が
複
数
の
内
容
の
構
造
に
な
っ
て
い
て
、
読
み
添
え
る

箇
所
が
不
明
確
で
あ
っ
た
り
、
〈
令
一
三
〉
な
ど
の
よ
う
に
さ
ら
に
そ
れ
が

長
く
連
な
る
形
で
あ
る
よ
う
な
場
合
、
及
び
〈
令
二
四
〉
の
よ
う
に
、
「
×
×
」

の
部
分
に
該
当
す
る
字
句
に
、
「
シ
ム
」
と
重
な
る
意
味
あ
い
を
持
つ
内
容

を
含
む
場
合
、
等
の
よ
う
に
こ
の
形
の
援
用
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う

で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
嘉
禄
本
の
訓
読
に
見
え
る
「
令
」
字
に
よ
る
使
役
句
形
は
、

一
部
に
再
読
形
式
の
例
を
見
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
、
先
に
掲
げ
た

A
の
形
が
専
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
暦
仁
本
で
は
、

　ム令。令
テ　　

講九
神多〉
亦
土ヒタ

ハ重

陪宏

3
シ

従‘

（
暦
8
。
。
＼
噴
）

の
よ
う
な
A
の
形
も
見
え
、
損
傷
箇
所
な
ど
も
あ
っ
て
は
っ
き
り
と
は
決

め
が
た
い
部
分
も
あ
る
が
、
〈
令
一
九
・
二
五
・
二
六
・
三
七
・
三
八
・
四

〇
・
四
一
・
四
二
・
四
三
〉
の
九
例
は
A
の
形
と
見
て
良
い
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
で
、

〈
令
一
八
〉

　
ム
ハ
ラ
ヘ
ヌ
キ
　
シ
ラ
ノ
カ
ミ
　
ヒ
テ
　
　
　
　
　
ツ
メ
ヲ
　
　
　
ア
カ
ナ
ハ
シ
ム
　
　
　
ヨ
テ
ハ
ラ
ヘ
テ
　
　
　
ツ
ミ
ヲ

令
祓
抜
首
　
髪
及
二
手
足
ノ
爪
｝
以
ア
贋
　
之
ヲ
傍
解
除
其
ノ
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
暦
8
。
。
＼
姻
）

の
よ
う
に
、
「
令
」
字
を
「
シ
ム
」
と
の
み
訓
む
例
も
あ
っ
て
、

も
同
様
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、

〈
例
二
九
〉

〈
令
四
四
〉

シ
テ
ア
チ
ノ
ツ
カ
ヒ
ヌ
シ
ト
　
　
　
ラ
ノ
フ
ミ
ヨ
ミ
ヒ
ト
キ
ミ
ノ
イ
ツ
ク
シ
ミ
ト
ヲ
シ
ル
セ
　
　
　
ノ
イ
テ
イ
ル
モ
ノ
ヲ

令
阿
知
使
主
与
百
済
博
士
王
　
　
　
転
記
二
馬
出
　
納
　

シ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
暦
認
①
＼
α
）

の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
再
返
読
し
て
「
シ
テ
…
…
シ
ム
」
と
訓
ん
だ
例
が

あ
り
、
〈
令
二
丁
二
二
・
四
五
〉
と
併
せ
て
、
四
例
は
こ
の
形
式
で
あ
る
。

ま
た
、

〈
令
二
三
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
セ
　
　
　
ア
マ
ツ
ヒ
ツ
キ
ノ
タ
フ
ト
キ
コ
ト
ヲ

　
令
三
〇
〇
〇
国
㌧
以
テ
観
…
シ
ム
天
位
之
　
貴
　
　
　
　
　
（
暦
曾
り
＼
O
）

は
、
欠
落
箇
所
が
あ
っ
て
判
然
と
し
な
い
部
分
も
残
る
が
、
「
シ
ム
」
を
読

み
添
え
と
す
る
形
式
で
は
あ
る
も
の
の
、
注
さ
れ
た
返
点
か
ら
推
す
と
再
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返
読
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
読
み
添
え
と
再
返
読
の
間
に
立

つ
形
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　
そ
の
他
な
お
残
る
例
に
つ
い
て
は
、
先
の
嘉
禄
本
の
場
合
と
同
様
に
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
暦
仁
本
の
訓
読
に
見
え
る
「
令
」
字
に
よ
る
使
役

句
形
は
、
A
の
読
み
添
え
形
式
が
最
も
多
い
が
、
B
の
再
読
形
式
も
併
せ

用
い
ら
れ
、
嘉
禄
本
と
は
若
干
異
な
る
点
を
含
む
、
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
特
に
〈
令
二
三
〉
に
見
た
両
者
の
中
間
的
な
形
は
、
あ
る
い
は

過
渡
的
な
も
の
か
と
も
考
え
ら
れ
、
A
と
分
類
し
た
九
例
の
中
に
も
、
こ

れ
に
近
い
と
思
し
い
も
の
も
あ
る
。

　
「
使
」
字
に
よ
る
形
は
用
例
が
少
な
く
、
ま
た
例
え
ば
、

〈
使
二
〉

太
物
早
天
銀
墨
壷

［
右
上
・
左
下
］

ム
ソ
ヘ
ハ

使
配
侍
焉

（
嘉
鐙
ミ
魁
）

の
よ
う
に
本
文
の
組
立
て
自
体
が
「
令
」
字
の
場
合
と
異
な
る
な
ど
、
問

題
を
含
む
の
で
は
あ
る
が
、
〈
使
三
〉
を
見
る
限
り
、
嘉
禄
本
で
は
A
の
形

と
考
え
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
一
方
暦
仁
本
は
、
二
例
共
に
「
使
」
字
を
「
シ
テ
…
…
シ
ム
」
と
は
訓

で
い
な
い
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
特
に
〈
使
三
〉
は
「
使
（
ス
ナ
ハ
チ
）
」

と
も
考
え
ら
れ
、
と
す
れ
ば
、
日
本
書
紀
諸
本
の
訓
読
で
も
見
え
な
い
例

で
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
「
遣
」
字
に
よ
る
形
も
用
例
が
少
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
「
ッ
カ
ハ
ス
」

と
の
み
黒
む
か
、
あ
る
い
は
A
の
形
に
よ
っ
て
「
ツ
カ
ハ
シ
テ
…
…
シ
ム
」

と
訓
む
か
、
の
二
種
が
嘉
禄
本
・
暦
仁
本
管
に
見
え
る
。

ま
と
め

　
使
役
の
形
に
つ
い
て
の
例
示
で
、
ほ
ぼ
予
定
の
紙
数
に
至
っ
て
し
ま
っ

た
が
、
大
略
、
嘉
禄
本
は
吉
田
本
系
統
の
日
本
書
紀
神
代
巻
諸
本
に
見
え

る
そ
れ
に
近
い
訓
読
に
依
り
、
暦
仁
本
も
そ
れ
を
基
調
と
す
る
も
の
の
、

な
お
異
な
る
要
素
を
含
む
可
能
性
が
高
い
、
と
い
う
見
通
し
を
立
て
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
嘉
禄
本
の
書
写
伝
来
の
経
緯
か
ら
考
え

て
も
こ
れ
は
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
ト
部
本
系
統
の
他
の
諸
伝

本
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
見
通
し
の
元
に
歩
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
そ
う

で
あ
る
。
本
稿
で
は
例
示
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
が
、
い
わ
ゆ
る
助
字
の

類
の
取
扱
い
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
が
看
取
で
き
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。

　
今
後
、
先
ず
、
も
う
一
つ
の
代
表
的
な
伝
本
で
あ
る
「
亮
順
本
」
に
つ

い
て
、
同
様
な
定
位
を
試
み
た
上
で
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
伝
本
も
交
え

て
個
々
の
部
分
に
つ
い
て
の
詳
細
な
訓
読
上
の
比
較
検
討
に
至
る
べ
く
、

順
次
準
備
を
進
め
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
成
十
年
十
一
月
二
十
七
日
受
理
）
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A　Study　of　Kundokza　in　Kogoshui　（1）

Katsumi　SUGIURA

ABSTRACT

　　Kogoshui　was　a　tract　reported　to　the　Emperor　ffei2ei　by　Hironari　lmbe　in

807．　lt　has　been　attached　the　significance　of　Japanese　language　in　8th　century．

But，　there　have　been　not　so　many　studies　of　Kundofeu　一Japanese　readings　on

Chinese　character　texts一　in　transcriptions　of　Kogoshui．

　　1　set　about　making　inquiries　and　comparative　studies　into　Kundokac　in　tran－

scriptions　of　Kogoshui．　The　initial　stage　of　these　studies，　1　picked　up　Karo－

kubon　and　Ryakuninnbon，　for　the　representative　transcriptions　of　Kogoshui．

Karokubon　is　the　oldest　extant　transcription　of　Kogoshui，　copied　in　1225．　Rya－

kuninbon　is　copied　in　1238，　and　annotated　in　details　more　than　Karokubon．

　　The　Kundoku　in　Karokubon　一　Kogoshui　is　similar　to　the　Kundoku　in　transcrip－

tions　of　Nihonshoki　in　the　medieval　ages　by　Yoshida’s　Shintonists．　And，　the

Kundokbl　in　Ryafeuninbon－Kogoshui　is　different　from　them　on　some　examples．．


